
 

株式会社クボタケミックス行動計画 

 

次世代育成支援対策促進法に基づき一般事業主行動計画として、次の計画を策定する。 

 

 

１．計画期間 

平成 27年 4月 1日から平成 32年 3月 31日までの 5年間 

 

２．内容 

目標１：育児を支援する諸制度の利用促進を図るため、従業員への周知方法を見直すとと

もに、継続的に周知する。 

 

 ≪対策≫ 

・ 平成 27年 4月～    

随時社内報及び通達により周知 

 

 

目標２：育児を支援する諸制度の利用促進を図るため、制度の見直しを検討する。 

 

≪対策≫ 

・ 平成 27年 4月～ 

労使による内容の検討を開始、随時拡充 

 

・ ～平成 32年 3月 

新制度の周知 

 

目標３：年次有給休暇の年間取得日数を平均 10日以上/人とする。 

 

≪対策≫ 

・ 平成 27年 4月    

通達により取得を促進 

 

・ 平成 28年 1月～    

毎年 1月に通達により取得を促進 

 

以上 


